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第１章　調査の概要

１－１　調査の背景、目的

（1）第Ⅲ期試験的事業は、1994年３月にＬ／Ａが締結されて、1995年に第１回の貸付が実行さ

れ、現在まで、２事業地において、各40戸の農家が入植し各２万haの農地が開墾された。こ

れまでのＪＩＣＡからの融資額は、計画額の 84.7％に相当する 60億 5,662万円にのぼってい

る。

当初、第Ⅲ期試験的事業はＬ／Ａ上は 2000年３月に貸付実行が終了する予定であったが、

以下の理由により事業の進捗が遅れていることから、ブラジル政府から貸付期限の１年間延

長の要請を受けた。

1） 事業地の選定の遅れ

トカンチンス州ペドロアフォンソ事業地については、ブラジル側の措置の遅れのために

入植が 1年遅延した。

2） トカンチンス州ペドロアフォンソ事業地における共同用水路建設の遅れ

ペドロアフォンソ事業地において共同用水路建設（ブラジル側負担）の遅れから、セント

ラル・ピボットの設置が完了していない（40基中２基のみ設置）ため、事業の進捗に遅れが

生じている。

また、共同団地で果樹栽培を行う計画を有しているが、それに必要な灌漑施設、加工施

設の設置が行われていない。このため、入植農家の経営安定を見るところまでいたってい

ない。

さらに、当初計画では４回受けられることとされている生産費融資が 1998年には行われ

なかったため、１回分が未融資となっている。

3） マラニヨン州バルサス事業地における共同用水路建設の遅れ

マラニヨン州バルサス事業地は、事業開始後５年目を迎え、各入植農家は経営基盤をほ

ぼ確立したといえる。しかし、40戸のうち 15戸の農家は、セントラル・ピボットから小規

模な散水施設に変更し、果樹栽培を行う計画であったが、政府によるインフラ整備の予算

手当・共同用水路の建設が遅れていったため、代替地による果樹栽培の計画への再変更が

検討されている。

4） さらに、両事業地とも、州政府負担による道路、電化などのインフラ整備も遅れている。
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5） なお、農家の債務の増大や融資代行機関の貸し渋りなど、農家経営上の問題等も発生し

ており、効果的な対策が必要な状況となっている。

（2）このため、本年３月にブラジルヘ派遣された投融資審査等調査団は、事業計画の促進など

についてブラジル政府と協議し、３月16日にＬ／Ａ延長に係る追加契約及びミニッツの署名

を行い、2001年３月 27日までの１年間の延長を行うこととした。調査団は協議のなかで、灌

漑用共同用水路の完成、効果的な債務救済措置の導入、融資代行機関による貸付継続を保証

するような措置については、ブラジル農務省が最大限の努力をすることを確認した。

（3）1979年に開始された日伯農業開発協力事業・試験的事業も、この第Ⅲ期をもって終了する

こととなる。ＪＩＣＡが約 20年間にわたって最大規模で実施してきた本事業の成果をマクロ

的視点で多面的に分析評価して広く広報するとともに、本事業の実施方式を体系化すること

が重要である。このため、本年度から来年度にかけての実施を準備しているセラードインパ

クト調査を効果的・効率的に実施し、その成果をブラジル及び日本国内外で有効に活用する

ため、ブラジル側と合同の実施体制を組むことを計画している。

（4）このような状況のなか、ＪＩＣＡは貸付期限延長後の事業の進捗並びに上記諸問題に対す

るブラジル側の対応などを確認し、今後の事業実施促進の方策などについて協議するととも

に、併せて合同評価調査の適切な実施方法などについてブラジル農務省及び関係者との事前

協議を行うことを目的として、平成 12年７月 17日～７月 30日まで投融資審査調査団を派遣

して事業地調査及び関係機関との協議を行った。

１－２　調査団の構成

団長／総括 二階堂　幸広 外務省開発協力課長

地域開発 水野　　一 上智大学外国語学部講師

協力企画 満永　俊典 農林水産省経済局国際協力計画課海外技術協力官

融資計画 新名　清志 ＪＩＣＡ農林水産開発調査部農林業投融資課課長代理
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１－３　現地調査日程

月日 曜日 時間 スケジュール（水野・新名・満永） 時間 スケジュール（二階堂開発協力課長）

７月17日 月 19:00 日本発（RG837）

（機中泊）

７月18日 火 10:30 ブラジリア着（RG266）

14:30 ＪｌＣＡブラジル事務所表敬・打合せ

16:30 ＣＡＭＰＯ社表敬・打合せ

19:05 日本発（JL048）

（ブラジリア泊）

７月19日 水 10:00 団内打合せ 10:30 ブラジリア着（RG266）

11:00 ＪｌＣＡブラジル事務所及び専門家との打合せ 11:00 ＪｌＣＡブラジル事務所及び専門家との打合せ

14:00 大使館表敬 14:00 大使館表敬

15:00 ブラジル政府と協議（合同会議） 15:00 ブラジル政府と協議（合同会護）

（ブラジリア泊） （ブラジリア泊）

７月20日 木 8:00 ジェライス・デ・バルサスヘ移動 チャーター機

10:20 ジェライス・デ・バルサス到着（PRODECERⅢ事業地）

現地調査（ＢＡＴＡＢＯ組合、圃場等）

（パルサス泊）

７月21日 金 8:00 ペドロ・アファンソヘ移動 チャーター機

8:40 ペドロ・アファンソ着（PRODECERⅢ事業地）

現地調査（ＣＯＡＰＡ組合、圃場等）

（アファンソ泊）

７月22日 土 8:00 ミモゾ・ド・オエステ移動 チャーター機

現地調査（PRODECERⅡ事業地）及び波及効果としてＣＥＢＡＬ搾油・精油工場視察

17:30 ブラジリアヘ移動

（ブラジリア泊）

７月23日 日 資料整理 10:16 ブラジリア発（RG377）→サンパウロ経由

21:00 →（RG7920）→チリ（サンチャゴ）へ

（ブラジリア泊） （サンチャゴ泊）

７月24日 月 8:00 ムンド・ノーヴォヘ移動（陸路） 開発調査事業調査・視察

現地調査（PRODECERＩ事業地、パラカツ）

（パラカツ泊） （サンチャゴ泊）

７月25日 火 8:00 エントレ・リベイロ１、２事業地 18:45 サンチャゴ発（CO734）→

13:00 コロマンデル農場へ移動。現地調査 →ニューヨーク着

（コロマンデル泊） （ニューヨーク泊）

７月26日 水 8:00 イライ・デ・ミナス移動

14:00 ブラジリアヘ移動 緊急復興支援に関するＵＮＤＰ等との打合せ

（ブラジリア泊） （ニューヨーク泊）

７月27日 木 9:30 ＪｌＣＡ事務所・大使館報告

10:30 日本側関係者協議

15:00 農務省報告・協議

19:12 ブラジリア発（RG267）→サンパウロ着 12:15 ニューヨーク発（NH009）→

23:50 サンパウロ発（RG836）→ （機中泊） （機中泊）

７月28日 金 （移動） 14:50 →成田着

（機中泊）

７月29日 土 13:35 →成田着
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１－４　主要両談者リスト

ブラジル農務省 フェリシアーノ官房長官

エンリケ補佐官（ＰＰＡプロデセール担当）

リカルド補佐官

ルイスフェルナンド国際部長

ペッサリーノ農務省部長（ＣＡＭＰＯ担当）

本郷専門家

ＣＡＭＰＯ社 エミリアーノ社長

筒井副社長

アルバロ技術部長

安永役員補佐

清水専門家

ホモロ事業所長（ジェバウ）

ビルジリオ事業所長（トカンチンス）

在ブラジル日本大使館 鈴木大使

山本参事官代理

横地二等書記官

ＪＩＣＡ事務所 蓮見所長

伊藤次長

吉田所員

井上職員

事業地（ジェバウ） フェルナンド組合長

カルロス組合役員

エンリケ組合役員ほか

カブラル地方長官

（トカンチンス） エンリケ・クーヒー組合長ほか組合員多数

シルバナ農協運営コンサルタント

（オウロベルジ） 小山正組合長ほか

（ムンドノーボ） 山本氏（入植農家）
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（パラカツ市） アミール市長、マルシオ企画局長

（エントレ・リベイロ） ジョゼ・エジガー組合長（ＣＯＯＰＥＲＶＡＰ）

ロドリゴ管理部長

有村氏（日系会館）

ネルソン・べローゾ 2.3地区組合長

（コロマンデール農場） アルベルト農場長

（イライデミナス） エリヤスカルロス技術部長（ＣＯＰＡＭＩＬ）
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第２章　調査結果の要約

調査団は７月18日から26日までの間、第Ⅲ期試験的事業地トカンチンス州ペドロアフォンソ事

業地及びマラニヨン州ジェバウ事業地を訪問し、現在の事業進捗状況を把握するとともに、Ⅱ期

事業地のオウロヘルジ並びにＩ期事業地のムンドノーボ、コロマンデル、イライデミナス事業地

を訪問視察し現況を調査した。

また、ブラジリアにおいては農務省等関係機関及び日本側関係者などとプロデセールが抱えて

いる主な問題点の確認と今後の対応につき協議するとともに、日本側が計画している日伯合同評

価に関しては農務省官房長に対してその実施の協力を依頼するとともに、詳細な内容に関しては

今後検討を進めていくことで関係者の了解を得た。日伯の事務方では、調査は２つの視点（政策面

と事業実施面）に基づいて実施する方針で意見交換を行った。

２－１　現地調査結果

（1）第Ⅲ期事業地の事業進捗状況

1） マラニヨン州ジェバウ事業地

現在、同事業地では、農道インフラ整備及び農村電化の遅れが事業地の経営上深刻な問

題となっている。前者の問題は州政府が中心となり整備する予定の事業地からバルサスま

での約 200kmがまだ未舗装のため輸送経費に大幅な付加料金がかかっている。一方、後者

の問題はバルサスから事業地までの電化工事が民営化された電力会社の問題で大幅に遅れ

ているため、現在、施設・機材の動力原をディーゼルによる発電に頼っている農家にとっ

ては、深刻なコスト高の問題となっている。

この２つの問題について、事業地区の開発責任者である Cabral地方長官に事態の改善状

況と延長期限である来年３月に向けて、マラニヨン州の本事業地に関する考え等を聞く機

会があった。長官の発言内容は①マラニヨン州としては、完全舗装については財政状況か

ら年度内の完了は難しい状況ではあるが、可能な限りのメンテナンス等の改善努力は行っ

ている（ただし、木製の橋の修復には多大な時間と費用を必要とする）。②電化問題に関し

ては全体工事計画の 70％は済んでいるが、残り部分については電力会社の民営化により再

度電化計画を再検討し、委員会承認を待っている状況にあり、その後の情報は入手してい

ない。③事業地の周りは１人の地主の土地所有となっており、事業地周辺地域を行政区と

することに対して市の動きは消極的なものであったが、現在働きかけを行っている。

事業地の組合としては、上述の問題は残されているものの生産量及び生産性は年々向上

させているうえ、新たに精米機械の導入や果実の加工施設の設置計画をすすめ具体的に東

北ブラジル銀行に融資申請を行うなど、精力的かつ前向きな姿勢が見られた。
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果樹代替地については、組合は２人の所有者との間で購入及び交換条件について合意を

得ており、近々測量が終了した段階で契約と入植農家へのロッテ割りが行われる予定であ

る。本代替案は直接取水による経費節減効果が見込まれることから、実施する場合には関

係機関との調整を早期に進める必要がある。

2） トカンチンス州ペドロアフォンソ事業地

ビルジリオＣＡＭＰＯトカンチンス事務所長から同事業地の状況説明があったのち、ヒ

カルド組合長（ＣＯＡＰＡ）から組合の状況説明を受けたのち、事業地内の主な施設及び圃

場等を視察した。

現在、同事業地が抱える大きな問題は二つ。一つはブラジルの高金利政策に起因した入

植農家の累積債務と、融資代行機関であるブラジル銀行の貸し渋りである。組合は日本政

府に対して、機会あるごとにブラジル側に対して、農業経営が成り立つ水準に金利を引き

下げるように働きかけてくれるように陳情があった。もう一つは工事が中断している共同

用水路の建設工事に関してであるが、今年度のⅡ期工事分の 83万レアルについては、連邦

政府から州生産局に予算はおりているが、時間がかかる公開入札を避けるため生産局と

ＣＡＭＰＯ間で協定を結んだものを、現在、統合省の法務部が審査中である。審査が通れ

ば年度内でのⅡ期工事の完了も可能であり、また来年度のⅢ期工事（変圧所、導水管、揚水

施設など）の実施にも有利になる。

ＣＯＡＰＡ農協はⅢ期事業開始後倒産したコーペルサン農協にかわり入植者達が自ら設

立した農協であるが組合組織及び運営に問題が生じたため、ＪＩＣＡの予算でコンサルタ

ントが入り各種組合運営の指導してきており、その成果があらわれてきているとの印象を

持った。現在はサイロの貯蔵、生産資材の共同購入が主であるが来年度からは経済部を新

たに作る予定とのことであった。

コーペルサン農協の倒産によりブラジル銀行の管理下におかれていた穀物サイロについ

ては、現在、州政府が強制占有したうえで組合に施設の使用を認めている状況（銀行とは供

託金を裁判所に提出したうえでブラジル銀行と係争中）である。

また、農協としてはサイロの横を流れるトカンチンス川に直接サイロから船に穀物が搬

入できる施設を建設し輸送コストを大幅に削減するべく計画中である。

両事業地ともにインフラ整備などの問題について、ブラジル側関係者からは解決のための

努力を行っている旨の発言があったが、実際には延長後４か月を経過して事業進捗に大きな

進展は見られなかった。このため延長期間終了までにインフラ整備などの懸案事項が解決さ

れなかった場合にどう対応すべきかにつき日本側関係者の間で検討すべき時期に来ていると
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思料される。

（2）先行事業地

調査団はⅡ期事業地のオウロベルジ地区及びセバウ精油工場に続いてＩ期事業地のムンド

ノーボ、エントレリベイロス、コロマンデル、イライデミナス事業地区を訪問視察した。両

事業地ともに試験的事業期間が終了してからある程度の期間が経っており、時の経過にあわ

せて、農業生産及び生産性は向上しており、入植農家の多くにおいては農地の流動化が進み

経営の合理化・規模拡大が行われており遊休地はない状況であった。また、プロデセール事

業の波及・開発効果として周辺地域の人口増加、雇用創出、新規関連産業の参入（特にアグロ

フォレストリーなどを中心として）が顕著に見られた。

特に先行事業地において高金利政策が導入される前に返済を終えた入植農家は、退耕農家

の農地や事業地外の農地を買い上げ、規模の拡大や経営の多角化などにより経営基盤（自己資

本率の引き上げ）を強化していた。それ以外の農家については、金利は高いものの比較的短期

間で必要な金額の融資を受けられる農協や穀物メジャーの輸出前受資金（青田買い資金）によ

り生産費用の手当を行い農業経営を行っていた。

２－２　農務省における協議内容

農務省における協議では調査団側から下記の４つの事項についてブラジル農務省に現状の確認

を行うとともに、今後も引き続き事態の改善にむけての努力を要請した。

（1）トカンチンス州及びマラニヨン州のインフラ整備

エンリケ補佐官からトカンチンス州の共同用水路の工事の遅れは地方統合省から公開入札

を経ていないとの指摘があったことによるものであったが、この問題も解決し工事は再開さ

れた旨の報告があった。州政府は延長期間内に工事が完了しない場合には入植農家はピボセ

ントラル購入のための固定資産融資が受けられなくなることは十分に認識しており、インフ

ラの早期整備は必要不可欠な事項であることを理解していること、また農務省は地方統合省

に不足分の３～ 400万レアルについて州全体の灌漑予算の流用を申し入れているところであ

る旨の発言があった。

マラニヨン州の電化工事についても農務省調達予算はプロデセール地区のみに限定される

が、既に工事は開始されている。バルサス→事業地区までの電線工事は電力会社の問題で遅

延しているが引き続き農務次官は企画局長に働きかけを行っているとのこと。

農務省及び州政府が問題意識をもって各種調整や働きかけを行っている発言ではあったが、

工事に不足する予算金額は大きく、州も緊縮財政を余儀無くされている状況で予算の確保は

困難な状況にあることには変わりないうえ、共同用水路の工事完了には相当の期間が必要で
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あることから、現時点では延長期間内での工事竣工は極めて難しい状況であるといえる。

（2）重債務問題（事業地農家に対し効果のある債務救済措置の導入実施）

農務省からは「入植農家の累積債務の問題については、その解決のためにこれまでブラジル

側でも国債購入方式による救済措置の発令など、努力を行ってきた。」「高金利についても農務

省は大統領府と協議を続けている。」「現在金利は低下傾向であり、ある程度の期間がたてば農

家への貸付条件の緩和が可能となる」などの発言があったが、８月 15日に一部の返済期限が

迫っている現時点で、救済策として発令された中銀決議 2666号による国債購入申請がほとん

どないことや、このたび、中銀決議 2738号により、改めて国債購入及び契約締結期限がそれ

ぞれ 11月 30日及び 12月 31日に延期されたことを見ても、政府の問題先送り意識と同措置の

救済効果は疑問視されるものである。

（3）参加融資機関による事業地農家への融資継続保証

トカンチンス州事業地におけるブラジル銀行の2000／ 2001年農業年度生産費融資の貸付に

関しては、同銀行は８月 15日に到来することになる第１回目の固定資産融資償還問題が解決

しないことには、生産費融資の実行は無理との立場であるが、農務省及びＣＡＭＰＯ社は償

還額の一部でも支払いがあれば融資は実行するように銀行を含む関係者間で検討中であると

のこと（一部支払いした残り債務は繰り延べ返済とするが、その比率についても検討中）。そ

の場合は金利は固定金利で年率 8.75％と比較的借りやすい条件となっていると考えられるが、

生産融資の貸し出し枠が農家が必要とする額とはならないことが予想され、問題は残される

こととなる。

２－３　プロデセール日伯合同評価に関する協議

ブラジル農務省に対してプロデセール事業をいったん終了するにあたり日本側としては日伯合

同での評価調査の実施を計画していることを伝え、今後のブラジル側の協力を依頼した。

農務省との協議に先立ち、本調査団、日本大使館、ＪＩＣＡブラジル事務所、日本人専門家な

どの日本側関係者間においてブラジル側への働きかけをどのように行うかについて協議を行った。

事業の終了に合わせてプロデセールの成功を評価した両国政府による公式ステートメントの発表

を行うことが重要であるということで関係者の認識は一致するところであったが、ＪＩＣＡの予

定しているインパクト調査と政府合同評価を整理し、ブラジル側に正式に提示するまでにはいた

らなかった。

このため調査団は帰国後に日本側関係者で協議・調整を行い早期にブラジル側に計画案を提出

することとした。
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第３章　Ⅲ期試験的事業地の延長後の進捗状況

３－１　マラニヨン（ＭＡ）州ジェライス・デ・バルサス（ＧＥＢＡＬ）事業地

（1）概況

1） 同事業地ではバルサス市に通ずる道路インフラ（舗装化）と農村電化の整備が必要になっ

ている。道路インフラについてＭＡ州カブラル地方長官は、ＭＡ州の財政状況から年度内

の完了は困難であるが、毎年道路の補修を行っており近傍地で最も状態の良い道路のひと

つであるとしている、一方、電化については、事業地内の電柱及び電線の敷設は農務省予

算により、本年 10月の完成をめどに工事が進められている。しかし事業地からバルサス市

に至る間の電柱及び電線の敷設は、工事を行うＭＡ州電力公社（ＳＥＭＡＲ）とＭＡ州との

契約が電力公社の民営化に伴い見直しが行われており工事が遅延している状況にある。

2） ミニスプリンクラーによる共同灌漑果樹栽培に必要な共同用水路の建設は、連邦政府と

ＭＡ州の予算確保が進まないため、建設の見込みが立たない状況が続いている。そのため、

同事業地農協（バターボ農協）は本年度に入り河川から直接取水が可能な隣接地を取得し、

果樹栽培を行う代替案の検討を進めている。バターボ農協は、同代替案を進めるべく隣接

地のロッテ割りのため測量などを行う意向である。

（2）主な問題点と今後の対応方向

1） バルサス市に通ずる道路（ＭＡ140号線、約 200km）には、11の橋梁（木製）があるが、現

在そのうちの２つが損壊している。そのため輸送トラックは乾期で水位の下がった河川を

渡っている状況であり、同事業地からバルサス市への輸送には悪路に伴う更なるコストを

必要としている。同事業地の生産が向上をしているものの輸送コストの増加が競争力の低

下につながるため早期の改善が急がれる。また、道路の改善は PRODECERに続く有望な事業

のひとつに考えられるとともに、在ブラジル鈴木大使が本年４月に当地を訪れた際に道路

事情の改善の必要性を指摘したことからも整備の必要性は高いと思われる。

2） 農村の電化については、バルサス市と同事業地間（200km）の工事の約 70％は完了したと

されている。しかし、現状ではバルサスから 50kmについては電柱・電線・電圧装置等が完

了しているが、150kmについては電柱のみの敷設になっている。農村電化の建設を行う電力

公社がブラジル政策の民営化の対象になったことから、ＭＡ州との契約を見直している状

況にあるが、工事再開の情報は得られなかった。
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3） ピボセントラルの外周部におけるミニスプリンクラーによるバナナ栽培は、現時点で約

140ha（14地区）で行われている、バナナ苗の植付は順次行われており、一部の圃場では第

１回目の収穫が終わったところである。全体の植付は 2000年 10月頃に終了する予定である

が、バナナは植付から収穫まで約10～ 12か月を要するため、バナナ生産が本格化するのは

2001年後半以降になる。

4） 共同果樹栽培の代替案について、代替地はテンメード川に面し直接取水が可能であるこ

とから、当初計画に係る共同用水路の建設（3,500ｍの共同用水路、揚水ポンプ、管理費）

を節減できるメリットがある。当初計画の共同用水路建設は連邦政府及びＭＡ州の予算見

通しが依然として開けないことから、本代替案はＬ／Ａ延長期間中の有望な実績として期

待することができる。しかしながら、2001年３月のＬ／Ａ終了までに測量・ロッテ割り・

開墾・整地・灌漑施設の導入などを行う必要があることから、早急な実施が望まれる。

・旧バターボ農協が代替地を保有していたことについて、現バターボ農協組合長の説明に

よると、1996年当時の南バターボ農協は同地を保有していたが、当地から撤退する際に

ＳＬＣ社に売却した模様である。なお、現バターボ農協と旧農協は別組織であり、売却

の経緯は詳しく把握していないとの回答であった。

・代替地を直接購入せずにＳＬＣ社と交換することについて、明確な根拠を得ることはで

きなかったが、交換を採用することによりＳＬＣ社に節税効果が得られることから、交

換という手法が検討された模様である。

・交換比率の差について、代替地は一部に傾斜があり、土地としての利用価値に差がある

ために、バターボ農協とＳＬＣ社が合意の下に定めたものである。

5） ＭＡ州は同事業地の周囲を１人の地主（De Carli氏）が所有していることから、道路（ＭＡ

140号線）の整備、同事業地の行政区域化に対して、特定個人の利益につながるおそれがあ

ることを懸念している。

３－２　トカンチンス（ＴＯ）州ペドロアフォンソ事業地

（1）概況

1） 同事業地は灌漑用共同用水路及び関連施設の完成が課題になっているが、共同用水路に

係る第Ⅱ期工事契約（83万レアル）が公開入札を経ていないとする地方統合省の指摘により

工事が中断している。そのためＴＯ州とＣＡＭＰＯ社は公開入札に代わる協定を締結し、

地方統合省は同協定を審査中である。第Ⅱ期工事予算はＴＯ州生産局に降りており、地方

統合省の審査が終了すれば 90日以内に工事は終了するとのことである。
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2） パラナイバ地区（10戸）の共同用水路はほぼ完成しており、第Ⅱ期工事では同地区の用水

路のライニング補修、サンタフェ地区（13戸）の掘削残（700ｍ）の施工及びライニング敷設、

フォルタレーザ地区（14戸）の掘削（3,100ｍ）及びライニング敷設が行われる。最終的に必

要となる第Ⅲ期工事は三地区の各共同用水路からピボットヘの導水管・揚水ポンプ・変圧

器を導入する予定であるが、第Ⅲ期工事には約 390万レアルの予算が必要と見積もられて

いる。ＴＯ州は 390万レアルについて 2000年度予算に計上されていないものの他の予算か

ら調達するとの見解を示している。また、農務省も地方統合省に対してＴＯ州の灌漑予算

を事業地へ配分するよう申し入れているとのことであった。

3） ＴＯ州の事業進捗について農務省担当官（Henrique氏）は、ＴＯ州政府としても入植農家

がピボット導入の融資を受けるためにはＬ／Ａ期間内に工事が完了する必要があることを

十分に認識しており、インフラ整備の促進は不可欠な事項であることを理解している旨、

説明があった。

4） 永年作物栽培（カシュー、600ha）に代わる灌漑熱帯果樹栽培（ププーニャ（ヤシの芽）・マ

モン（パパイア）・レモン、400ha）について、ＣＯＡＰＡ農協はピボセントラル及び小規模

灌漑ミニスプリンクラー導入の融資申請を行うための最終的な計画の調整を行っている。

5） ＣＯＯＰＥＲＳＡＮ農協の倒産によりブラジル銀行の管理下に置かれていた穀物サイロ

は、本年４月にＴＯ州政府が接収しＣＯＡＰＡ農協に使用を認めている。

6） 同事業地で生産される穀物の搬出について、サイロの横を流れるトカンチンス川を利用

しインペラトリスまで輸送を行う構想が成されており、積み出し施設の建設が予定されて

いる。

7） 1999年１月に設立されたＣＯＡＰＡ農協の経営体制を確立するために、ＪＩＣＡは本年

１月から現地コンサルタント（ＡＲＡコンサルタンツ）を活用し、同農協の経営指導を行っ

ている。本年３月には組合の総会が開催され組合の体制が確立しつつある。

8） 同事業地のインフラ整備について電力は整備されているが、学校・診療所については市

街の施設を利用している。一方、事業地の近傍をＴＯ州 10号線が通っていることから支線

道路の補修も併せて行われており、道路インフラの整備は進んでいる。
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各期で実施される工事

第Ⅰ期工事 第Ⅱ期工事 第Ⅲ期工事

パラナイバ地区 掘削、ライニング ライニング一部補修 変圧器、ボンブ、導水管

サンタフェ地区 測量、一部掘削 残掘削、ライニング 変圧器、ポンプ、導水管

フォルタレーザ地区 測量 掘削、ライニング 変圧器、ポンプ、導水管

（2）主な問題点と今後の対応方向

1） 農務省は第Ⅱ期工事の中断について、問題は解決し工事は再開される予定であるとの報

告があり、早急な工事完了が必要である。一方、2000年度の同事業地向け予算は４万5,000

レアルであり、第Ⅲ期工事（390万レアル）の予算確保のためにはＴＯ州工事予算の1,200万

レアルからの配分が必要となる。配分について、ＣＡＭＰＯ社はＴＯ州に交渉するととも

に、農務省も地方統合省に働き掛けることとしている。しかし2001年３月のＬ／Ａ終了に

向けて、日本側においてもさらなる働き掛けが必要な状況である。

2） ＴＯ州がＣＯＡＰＡ農協に使用を認めたサイロは、同地区の大豆の半数近くが収められ

たとのことであり、今後の利用はさらに拡大すると考えられる。そのため継統的な使用を

認められることが望まれる。

3） 将来的に計画されている河川輸送のための積み込み施設の建設は、輸送コストの低減に

つながり同地区の穀物生産がさらに拡大する契機になると思われる。しかし 2001年とされ

ていた建設の見通しは先になる模様である。
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第４章　地域開発効果―先行事業地の現状

４－１　PRODECERⅡ事業地

（1）概況

Ⅱ期事業地として、バイア州西部オウロ・ベルジ地区及び多国籍企業Ｂｕｎｇｅ傘下の

ＣＥＶＡＬ社の大豆搾油工場を視察した。オウロ・ベルジ地区には、1980年代後半に35戸が

入植したが、その後12戸が退耕、現在25戸が農地を買い増し、規模を拡大するとともに、大

豆、トウモロコシ、米などの主要作物のほか、綿花など収益性の高い作物の導入によって経

営基盤の強化を図りつつある。

多くの農家の悩みはⅢ期事業地と同様、やはり累積債務問題である。しかしＣａｒｇｉｌｌ、

Ｂｕｎｇｅなどのメジャー穀物商社が提供する大豆の青田貸し資金が、公的生産費融資資金

の不足に悩む大規模農家や重債務により金融機関から見放された農家を救済する形となって

おり、これら農家の作付け意欲を刺激している。

またオウロ・ベルジ事業地の強みは、バイア州西部の中心都市であるバレイラス市まで

190kmと近く、道路などインフラ整備が進んでいることである。1996年６月には、同事業地を

通る大豆環状線道路（Anel de Soja、全長 308km）が全面舗装され、これによりトカンチンス

州パルマス市まで州間舗装道路がつながり、石灰の搬入が容易となった。

（2）地域開発効果

バイア州における PRODECERⅡ期試験的事業が始まってから 10数年になるが、この間、同州

西部の様相を一変させるほどの波及効果をあげ、ピアウイ州南部、マラニヨン州南部及びト

カンチンス州のセラード地帯を合わせた一大穀倉地帯が形成されつつある。

このうち、バイア州西部に広がるセラード地帯の農耕可能面積は約400万 haといわれるが、

既に1997／ 1998農年度の穀物作付け面積は大豆51万 ha、トウモロコシ５万5,000ha、米３万ha

が見込まれるまでに開発が進んでいる。同州西部地域の中心都市であるバレイラス市の人口も

1991年の５万7,000人から1997年には推定12万人へと急増している。またPRODECERⅡ期試験的

事業が開始された1985／ 1986農年度の同州の大豆生産量は13万 9,000ｔだったのが、1996／

1997農年度には 95万 7,000ｔと 6.8倍に増大している。

このような農地面積の拡大、人口増加、農業生産の拡大に伴い、インフラ整備が進んでい

るほか、多国籍企業をはじめアグロビジネス関連産業の発達も注目される。バレイラス地区

では、既にＢｕｎｇｅ傘下のＣＥＶＡＬ社及びＳＡＮＴＩＳＴＡ社による大豆搾油工場が稼

働している。このうちブラジル全土で 16工場と 200のサイロを有するＣＥＶＡＬ社のミモゾ

工場は1992年にスタートしたが、大豆受入能力は１万ｔ／日で、生産能力は3,800ｔ／日、2002
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年には 5,000ｔ／日に増強の予定。

４－２　PRODECERＩ事業地

（1）概況

Ｉ期事業地としては、ミナスジェライス州北西部パラカツ郡のムンド・ノーボ、エントレ・

リベイロス両地区のほか、コロマンデル地区及びイライデミナス地区を訪問、視察した。Ｉ

期事業地は 1980年代前半に入植を開始してから20年が経過し、事業地内の農地の再編が急速

に進んでいる。各地区とも概して当初の入植者のうち半分以上が退耕したが、残留農家はこ

れらの退耕農家の農地や近隣の農地を買い増し、規模の拡大とセンター・ピボットなど灌漑

施設の導入による作目の多様化によって経営基盤の強化を図ってきた。

非灌漑作物として大豆、トウモロコシ、灌漑作物としてフェイジョン豆、えんどう豆、小

麦、コーヒーなどを栽培しているところが多い。灌漑施設の導入は作物の二毛作を可能にし、

生産性を飛躍的に向上させる一方、施設購入のための債務増大に悩む農家も少なくない。ま

た灌漑施設の大量導入によって、乾期の水量不足が問題化しつつある。

こうした問題はあるにせよ、PRODECERＩが契機となり、ミナス州北西部がいまや、三角ミ

ナスとともに大豆、トウモロコシの一大生産地帯に変貌をとげるとともに、新たな灌漑「セ

ラード・コーヒー」の産地としても注目を集めていることは特筆すべきであろう。

（2）地域開発効果

ミナス州北西部は 1970年代までは粗放な肉牛飼育が主体の“不毛の土地”との印象が強かっ

たが、1970 年代後半に始まるセラード農業開発により大豆、トウモロコシなどの穀物及び

コーヒーの生産地帯に変貌した。また 1980年代末に導入された大型灌漑装置（センター・ピ

ボット）によって作目の多様化及び周年栽培が可能となった。近年、農業生産量の拡大に伴う

農産加工業の発展、灌漑による種子生産、さらに灌漑コーヒーの栽培も注目されるにいたっ

た。特に高品質の「セラード・コーヒー」銘柄は同州北西部一帯の特産物として定着しつつあ

り、海外でも評価されるようになった。

PRODECERＩが地域社会にもたらす効果としては、①入植者の直接的投資、農業生産の拡大、

新技術の導入、税収の増加、雇用の拡大などの地域経済への直接的効果のほか、②地域農民

への営農技術の普及、インフラ整備などの間接的効果、さらに③ブラジル南部など他の地域

からの自営業や異なった文化の流入などの文化的・社会的インパクトの３つがあげられてい

る。

事実、パラカツ郡（市）のケースをみると、1988年以降、農牧業の拡大に伴って、サービス

業やアグロインダストリーが発展した。加えて、英国資本による金採掘の再開、国内資本に
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よる鉛・亜鉛鉱山の生産開始もあって、農牧業、鉱業、商業、サービス業のバランスのとれ

た発展がみられる。そしてその基礎を作ったのが PRODECERＩの農業開発だというわけである。

これに伴い、パラカツ郡の人口は 1970年の３万 7,000人から 1980年には５万人、1996年に

は６万 8,000人へ急増した。また同郡の穀物生産は 1970年の１万 5,000ｔから 2000年には 15

万ｔヘ拡大した。全面積に占める耕地面積の比率は 1970年の 2.3％から 1985年には 13.5％へ

上昇した。

一方、郡税収入は 1980年の 300万ドルから 1999年には 1,750万ドルヘ急増し、同郡の国内

総生産（ＧＤＰ）は1985年の 9,750万レアルから 1997年には３億 1,900万レアルヘ、１人当た

り所得はこの間1,680レアルから 4,193レアルヘそれぞれ上昇した。これはミナスジェライス

州の平均 3,600レアルを上回るものである。

雇用関係についても、インフォーマル・セクターからフォーマル・セクターへの参入が目

立ち、労働手帳を有する労働者の数が増加した。ただ新しい現象として季節労働者（boias

frias）の比率がふえ、農民の都市集中が目立っているという。
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第５章　高金利、累積債務問題

（1）累積債務救済措置（国債購入方式）適用

1999年 11月に発令された公布された中銀決議 2666号（国債購入方式による債務救済措置をプ

ロデセールⅡ及びⅢ期事業に摘要拡大）に関しては、国債購入及び契約期限が６月末に期限を迎

えることになっていたが、６月 28日付中央銀行決議 2738号により、国債購入期限は 2000年 11

月 30日、契約締結期限は 2000年 12月 31日までそれぞれ延長されることとなった。本延長措置

は同救済措置が決定された中銀決議第 2471号（1998.2.26）から数えて７回目、同第 2666号から

は３回目となる。

調査の過程で関係者に延長の背景につきヒアリングした結果、主な要因としては次のような

事項が考えられる。

1） 期限を間近にしても救済プログラムヘの申請が極端に少ないこと。

2） 同処置の救済効果に関して農家が納得していないのと同時に時間の経過（引きのばし）とと

もに条件の緩和（金利の引き下げなど）があることを期待している。現にこれまでのシミュ

レーションでは入植地の全農家が金利負担に耐えられるようになるには、もう一段の引き下

げが必要であるとされている。

3） 国債購入そのものの資金手当てができない（Ⅱ期事業地の場合では入植農家は 2004年の最

終償還日までの債務返済と救済プログラムにより 20年間による返済方式変えることのリスク

などを比較検討している）。

4） 政府と融資代行機関の間での調整が不十分であること、さらに融資代行機関においても同

救済措置の執行方針及び詳細が十分に固まっておらず、地方支店に対して明確な運用指示が

でていない。

5） 基本的に同措置の救済効果について中銀及び農業議員族は、金利が依然高すぎるとして疑

問視しているところもあり、同措置が問題解決に向けた抜本的対策とはいえないことから問

題を先送りにしている感がある。

（2）第１回償還額繰り延べ措置

第Ⅲ期事業においては８月 15日に第１回固定資産融資の償還日を迎えることになるが、累積

債務を抱える入植農家の多くが支払い能力がない（だいたい１人当たりの償還額は 12万～ 15万
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レアル程度）として全額繰り延べ措置を期待している。このため同償還額の一部を支払い、残額

については繰り延べ措置による救済措置を検討すべく、７月 12日にトカンチンス州パルマス市

において関係者会議（農務省、州政府、ブラジル銀行、組合、ＣＡＭＰＯ社、ＪＩＣＡなど）が

開催された。

償還額の一部支払・残高繰り延べ措置による救済措置をとるべく、７月 17日には農務省政策

局、ＣＡＰＭＯ社、組合との会議がもたれ、農務省政策局は７月 27日開催予定の国家通貨審議

会に、同救済措置をとるよう議案書を作成・提出する予定であった。

しかしながら調査団最終日の 27日になって、大蔵省国庫局との調整がつかず同国家通貨審議

会の議題には組み入れられなかったことが判明した。同救済措置が取られない場合にはペドロ

アフォンソ事業地においては債務不履行を理由にプロデセール資金による 2000／ 2001農業年度

の生産費融資の貸付が実施されないばかりか、最悪の場合には融資実行機関であるブラジル銀

行による強制執行の可能性もある。また、ジェバウ事業地においてもプロデセール資金による

生産費融資の貸付に関しては既に融資の規定回数は終わっているので関係はないが、債務不履

行農家は発生することとなる。

このため調査団は農務省との協議の席において早急に持ち回り決裁手続きをとるか８月末の

通貨審議会での承認手続きを進める（また承認までの間、銀行が強制執行を実施しないようにな

んらかの措置を講ずる）よう、農務省（農務次官）のイニシアティブを要請した。

（3）2000／ 2001農業年度の生産費融資

2000／ 2001農業年度の生産費融資の金利は７月10日付中銀決議第2746号にて、固定金利8.75

％（年利）と発表されており、現行のブラジルのほかの農業関連融資（農協の短期融資（月利 2.2

％）、借入に関する現行金利（ＴＪＬＰ＋６～８％）、穀物メジャーによる輸出前受け資金（28～

30％）等））に対して比較的有利な貸付条件となっているが、実際に農家が融資を受けるにあ

たっては融資限度額が下記のように設定されており十分な生産融資額を受けられないことや銀

行の融資手続きが煩雑で実行までに長い時間がかかるなどの問題も残っている。また、上述の

ようにブラジル銀行は固定資産融資償還問題が解決されない場合には生産費融資の貸付が実行

されないおそれもある。

大豆生産費融資限度額

限度額；10万レアル

中西部、北部、マラニヨン州南部、ピアウイ州南部、バイア州南部

限度額；６万レアル

その他の地域
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（4）高金利問題

帰国当日の農務省との協議の場において調査団は農務省に対して現在の高金利の引き下げを

行うよう農務省の努力を要請した。背景には先に発表された 2000／ 2001農年度政策のなかで新

規プログラム融資（小規模ではあるが各種分野で年利8.75％の固定金利という比較的有利な条件

での融資制度）が導入されているが、こうした新たに打ち出される農業融資制度と比較した場合

にはプロデセール融資が最も高い金利となっており、プロデセールＬ／Ａにある貸付の基本条

件「他の農業金融制度と比べて最も優遇された条件とする」に全く反することとなっているため

である。

新規プログラム融資  固定金利  年利 8.75％

プログラム名 対象地域 当年度融資額 限度額 期間（据置）

①牧草改良 全国 40,000万 50,000 ５年（2）

②果樹栽培 全国 10,000万 40,000 ６年（3）

③羊・山羊飼育 東北伯 7,000万 40,000 ５年（2）

④カシュー栽培 東北伯 5,000万 40,000 ８年（3）

⑤湿地利用 ＲＧ州 5,000万 40,000 ５年（2）

⑥養　殖 全国 5,000万 40,000 ５年（2）

⑦養　蜂 全国 2,000万 20,000 ５年（2）

⑧葡萄栽培 南部３州 2,000万 20,000／ ha ８年（3）
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第６章　その他

６－１　プロデセール事業総合評価調査事前協議

ブラジル農務省に対して日本側がプロデセール事業をいったん終了するにあたり日本側は日伯

合同での評価調査の実施を計画していることを伝え、ブラジル側には各種の協力を要請する必要

があるため、調査団は農務省との協議に先立ち17日及び 18日において、日本大使館、ＪＩＣＡブ

ラジル事務所、日本人専門家などの日本側関係者との意見交換及び対応方針等についての協議を

行った。

協議結果としては、①20年間にわたるナショナルプロジェクトともいえるプロデセール事業の

幕引きの手法が問題である。②マクロ的には大きな成果をあげたことは日伯双方とも認識してい

るが、ミクロ的には累積債務問題なども存在することから、終了時点の評価は日本の協力の貢献

とブラジル側も大いに感謝しているという公式ステートメントを発表するような形にしないと日本

のＯＤＡに逆風が吹かないとも限らない。③評価調査をどのような手法及び内容で実施するかに

ついての慎重な検討は必要だが、実施準備期間の関係もありなるべく早めに日本側の案をブラジ

ル側に伝える必要がある。

政府合同評価については早めに骨格となる評価項目等の策定を行うとともにＪＩＣＡインパク

ト調査との整理及び調整をしたうえでブラジル側に伝えるようにする。ブラジリアの日本側関係

者の案として実施スキーム案模式図比較の資料（別紙）の提出があり、これをもとに協議を行った

結果、ブラジル側としては外務省もＪＩＣＡも調査団もすべてが日本政府という認識しかないた

め、ブラジル側に混乱を来すことがないように合同調査の実施協力の要請を行うにあたっては、

日本側の計画は政府（外務省）とＪＩＣＡという区別をすることなくオールジャパンとして２つの

性格の異なる（あるいは２つの視点による）調査を並行的に行うという形（Ｃ案）でブラジル側に提

示する方向で協議は進んだ。

合同評価については、既にＩ期及びＩ期事業の評価を日伯合同の形式で実施しているが、実体

的には日本側（コンサルも入れて）中心で評価報告を取りまとめて、ブラジル側がこれに対してコ

メントを行うというのが実態であった。専門家からは今回の調査でもブラジル側に金銭的負担が

かからなければ合同での実施には問題はないのではないかという意見であった。

ブラジル農務省に対して調査団は、プロデセール事業については明年 3月末の第Ⅲ期試験的事

業の終了をもっていったん区切りを付けざるを得ないが、本事業が与えた効果や影響を再確認し、

本事業が成功裡に終了したとの認識を共有するために共同で評価を行い、その結果を記録にとど

めておく必要がある。このため日伯合同で評価を行いたく、ブラジル側の協力をお願いしたい旨

の発言を行った。

これに対しブラジル農務省は、日本側から具体的な評価実施案を早めに提出いただき、それを
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もってブラジル側関係者で検討したいとの回答があったことから、調査団としては本協議結果及

びブラジル側の意向を日本に持ち帰り、外務省・農水省・ＪＩＣＡなど関係機関で早期に調整を

行ったうえでブラジル側に案の提出を行うこととした。

６－２　ＣＡＭＰＯ社の経営問題

（1）概況

1） 本年６月に農務省はＣＡＭＰＯ社要求の 2000年度予算の一部（643万レアルの 12分の２

か月分）の支払いを行った。ＣＡＭＰＯ社は一括での支払いを要望してきたが、ブラジル政

府の財政上の問題から３～４回での支払いになる見込みである。しかし、農務次官は早期

支払いに向けて予算担当部署に働き掛けているとのことであった。

2） 社会保険料等の滞納及び経営資金に充てるためにコロマンデール農場の売却が模索され

ていたが、連邦政府は税金等を延滞している企業に対して支払いのリスケを行った。その

ためＣＡＭＰＯ社においても税金問題が一時回避され、同農場の売却は当面延期された。

3） 現在の経営状況については、借入金等の金利負担の増加とバナナ苗等の販売代金の回収

が遅れている。また、融資監督手数料の支払いが定かではないことから、販売代金の回収

業務に重点を置くこととしている。

4） 今後の方針として、政府依存の経営体質から商業べ一スを中心としたPOST-PRODECERに対

応する組織に変革していくことを検討している。

（2）主な問題点と今後の対応方向

1） 融資監督手数料についてはわずかながらも支払いが行われたが、残余部分の支払いの見

込みが不透明であることから、日本側は引き続き早期支払いを要求していく必要がある。

2） コロマンデール農場の売却は当面の間回避されたが、経営問題の解決には至っていない

ため、販売代金の回収業務を強化するとともに、経費削減に努める必要がある。また、

BIOTEC等ほかの事業部門の確立に向けて努力を引き続き行っていく必要がある。





参　考　資　料
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